
昨
年（
２
０
２
２
年
）10
月

か
ら
、
保
険
各
社
の
火
災
保

険
料
率
の
引
き
上
げ
が
続
い

て
い
る
。
理
由
は
自
然
災
害

の
多
発
に
よ
る
保
険
支
払
額

の
増
大
だ
と
い
う
。
コ
ロ
ナ

禍
や
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
を
き
っ
か
け
と
し
た
他

の
物
価
高
騰
と
は
少
し
違
う

が
、
火
災
件
数
が
急
減
し
て

い
る
中
で
の
火
災
保
険
料
率

の
引
き
上
げ
に
は
違
和
感
も

あ
る
。
日
本
の
火
災
保
険
の

仕
組
み
な
ど
か
ら
、
最
近
の

火
災
保
険
料
率
の
引
き
上
げ

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

火
災
保
険
参
考
純
率
の
引
き

上
げ
と
各
社
の
火
災
保
険
料

率
の
改
定

今
回
の
保
険
各
社
の
一
連

の
火
災
保
険
料
率
引
き
上
げ

の
き
っ
か
け
は
、
２
０
２
１

年
６
月
に
損
害
保
険
料
率
算

出
機
構
が
火
災
保
険
の
参
考

純
率
を
全
国
平
均
で
10
・
９

％
引
き
上
げ
た
こ
と
だ
。
こ

の
引
き
上
げ
幅
は
過
去
最
大

だ
っ
た
。
参
考
純
率
と
は
、

同
機
構
が
保
険
各
社
か
ら
収

集
し
た
契
約
や
支
払
い
の
デ

ー
タ
な
ど
か
ら
算
出
す
る
平

均
的
な
純
保
険
料
率
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
純
保
険

料
率
と
は
、
災
害
等
が
起
き

た
時
に
、
保
険
各
社
が
支
払

う
保
険
金
の
部
分
の
割
合
を

い
う
。
保
険
各
社
は
、
参
考

純
保
険
料
率
に
自
社
の
デ
ー

タ
を
加
味
し
て
独
自
に
純
保

険
料
率
を
決
め
、
そ
れ
に
自

社
の
経
費
等
の
分
（
付
加
保

険
料
率
）
を
加
え
て
火
災
保

険
料
率
を
決
め
て
い
る
。

同
機
構
は
、
参
考
純
率
の

引
き
上
げ
の
際
に
、
火
災
保

険
の
最
長
契
約
期
間
を
10
年

か
ら
５
年
に
短
縮
す
る
こ

と
、被
災
時
の
免
責
額（
最
低

自
己
負
担
額
）
を
水
濡
れ
、

破
損
・
汚
損
に
つ
い
て
は
５

万
円
以
上
（
従
来
は
０
円
も

可
能
）
と
す
る
こ
と
な
ど
も

決
め
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

契
約
者
に
と
っ
て
は
、
支
払

う
火
災
保
険
料
を
安
く
す
る

た
め
の
選
択
肢
が
狭
め
ら
れ

る
改
定
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
改
定
の
施
行
時

期
が
２
０
２
２
年
10
月
以
降

と
な
っ
て
い
た
た
め
、
現

在
、
各
社
の
火
災
保
険
料
率

等
の
改
定
が
次
々
に
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

何
故
火
災
保
険
料
率
を
引
き

上
げ
る
の
か
？

火
災
件
数
も
火
災
損
害
も

最
近
は
激
減
し
て
い
る
。
消

防
白
書
に
よ
れ
ば
、
２
０
２

０
年
の
火
災
件
数
は
３
万
５

千
件
、
火
災
損
害
額
は
１
０

３
７
億
円
だ
が
、
２
０
０
０

年
に
は
火
災
件
数
は
６
万
２

千
件
、
火
災
損
害
額
は
１
５

１
２
億
円
だ
っ
た
。
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
義
務
付
け
な

ど
様
々
な
火
災
対
策
が
進
ん

だ
結
果
、
20
年
間
に
火
災
件

数
は
44
％
、
火
災
損
害
額
は

31
％
も
減
少
し
て
い
る
。
そ

れ
な
の
に
何
故
火
災
保
険
料

率
を
引
き
上
げ
る
の
だ
ろ
う

か
？こ

の
疑
問
に
答
え
る
に
は

日
本
特
有
の
火
災
保
険
料
率

の
算
定
方
法
を
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
で
は
、
火
災
の
純
保

険
料
率
は
、
火
災
・
落
雷
・

破
裂
・
爆
発
な
ど
の
ほ
か
、

豪
雨
や
豪
雪
な
ど
の
「
自
然

災
害
（
地
震
・
津
波
等
は
対

象
外
）」
や
盗
難
・
水
漏
れ

な
ど
の
「
そ
の
他
災
害
」
に

よ
る
被
害
を
保
障
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
算
出
さ
れ
て

い
る
。
自
然
災
害
や
そ
の
他

の
災
害
に
よ
る
被
害
の
保
障

を
受
け
る
か
ど
う
か
は
契
約

の
際
に
任
意
に
選
べ
る
の
だ

が
、
実
際
に
は
総
合
的
に
契

約
す
る
人
が
多
い
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。
火
災
保
険
が
ま

ず
あ
っ
て
そ
れ
に
付
帯
保
険

と
し
て
様
々
な
保
障
契
約
が

結
ば
れ
る
の
で
「
火
災
保

険
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ

が
、
実
際
に
は
「
住
宅
総
合

保
険
」
的
な
も
の
な
の
で
あ

る
。

自
然
災
害
の
多
発

こ
の
よ
う
な
「
火
災
保

険
」
で
近
年
支
払
い
が
嵩
ん

で
い
る
の
が
自
然
災
害
に
対

す
る
保
険
料
で
あ
る
。
最

近
、
保
険
料
の
支
払
額
が
最

も
大
き
か
っ
た
年
は
２
０
１

８
年
で
、
台
風
21
号
（
１
兆

６
７
８
億
円
）、
台
風
24
号

（
３
０
２
１
億
円
）
及
び
７

月
豪
雨
（
１
９
５
６
億
円
）

を
合
計
す
る
と
支
払
い
額
は

１
兆
６
千
億
円
近
く
な
る
。

さ
ら
に
２
０
１
９
年
に
は
、

台
風
19
号
と
台
風
15
号
が
東

日
本
を
襲
い
、
合
計
で
１
兆

５
百
億
円
の
支
払
い
が
必
要

に
な
っ
た
。
以
前
は
、
台
風

１
つ
の
支
払
い
額
は
多
く
て

も
３
０
０
０
億
円
程
度
で
、

そ
ん
な
台
風
が
立
て
続
け
に

襲
来
す
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
の
で
、
近
年
の
支

払
い
額
の
急
騰
は
際
だ
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
支
払
い

実
績
を
も
と
に
算
定
し
た
２

０
２
１
年
の
火
災
保
険
参
考

純
率
が
過
去
最
大
の
ア
ッ
プ

率
と
な
っ
た
の
は
、
当
然
と

言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

諸
外
国
で
は
ど
う
や
っ
て
い

る
の
か

自
然
災
害
の
多
発
が
、
地

球
規
模
の
温
暖
化
に
伴
う
異

常
気
象
と
密
接
に
関
係
し
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
こ
の
た
め
諸
外
国
で

も
、
時
と
し
て
保
険
料
支
払

い
が
民
間
保
険
会
社
の
支
払

い
能
力
を
超
え
る
可
能
性
が

あ
る
な
ど
同
様
の
状
況
に
あ

り
、
保
険
制
度
も
各
国
の
災

害
の
状
況
に
応
じ
て
様
々
に

工
夫
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
は
一
足
早
く
、

１
９
６
８
年
に
「
全
米
洪
水

保
険
法
」
を
成
立
さ
せ
て
い

る
。
１
９
６
５
年
の
ハ
リ
ケ

ー
ン
被
害
を
契
機
と
し
て
創

設
さ
れ
た
も
の
で
、
自
治
体

の
防
災
対
策
や
危
険
地
域
へ

の
居
住
制
限
策
な
ど
の
洪
水

被
害
軽
減
策
に
応
じ
て
保
険

料
率
を
設
定
し
、国（
現
在
は

連
邦
緊
急
事
態
管
理
庁
（
Ｆ

Ｅ
Ｍ
Ａ
）
が
担
当
）
が
最
終

責
任
を
持
っ
て
、
保
険
収
支

が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
に
一
定

金
額
を
限
度
と
し
て
財
務
省

か
ら
借
り
入
れ
て
保
険
金
を

支
払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
保
険
契
約

や
保
険
料
率
が
自
治
体
の
防

災
対
策
な
ど
と
連
動
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
ア
メ

え
る
契
約
分
に
つ
い
て
、
再

保
険
を
か
け
る
制
度
で
あ

る
。
住
宅
保
険
の
契
約
に
賦

課
金（
保
険
料
の
２
・
２
％
）

を
上
乗
せ
す
る
こ
と
に
よ
り

収
支
を
安
定
さ
せ
る
と
と
も

に
、
フ
ァ
ン
ド
に
損
失
が
生

じ
た
場
合
に
、
政
府
か
ら
の

借
り
入
れ
が
可
能
と
な
っ
て

い
る
。
住
宅
保
険
の
90
％
以

上
が
こ
の
制
度
に
参
加
し
て

い
る
。

日
本
で
は
地
震
保
険
が
整
備

さ
れ
て
い
る

日
本
で
は
、
台
風
等
の
災

害
に
つ
い
て
は
政
府
保
障
が

必
要
と
の
事
態
に
ま
で
は
至

っ
て
い
な
い
が
、大
地
震
、地

震
に
伴
う
火
災
、
津
波
等
に

対
す
る
保
障
に
つ
い
て
は
、

別
途
「
地
震
保
険
」
の
制
度

が
作
ら
れ
て
い
る
。
首
都
直

下
地
震
や
南
海
ト
ラ
フ
地
震

の
被
害
が
１
０
０
兆
円
規
模

に
上
る
こ
と
は
世
界
中
に
広

く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、従
来
は
、日
本

で
地
震
保
険
を
行
っ
て
も
再

保
険
の
引
き
受
け
手
が
な
く

成
立
し
な
か
っ
た
が
、
１
９

６
４
年
の
新
潟
地
震
を
き
っ

か
け
に
、
新
潟
出
身
の
田
中

角
栄
大
蔵
大
臣
の
強
い
指
導

の
も
と
に
、
日
本
政
府
が
責

任
を
持
つ
「
日
本
地
震
再
保

リ
カ
ら
し
い
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
１
９
８
１

年
の
大
洪
水
を
契
機
と
し

て
、
１
９
８
２
年
に
「
巨
大

自
然
災
害
保
険
制
度
」
が
発

足
し
た
。
こ
の
保
険
は
、
民

間
保
険
会
社
の
住
宅
総
合
保

険
等
財
物
保
険
に
強
制
付
帯

さ
れ
、
洪
水
・
地
震
な
ど
の

自
然
災
害
の
う
ち
政
府
が
個

別
に
認
定
し
た
災
害
が
保
障

の
対
象
と
な
る
。
民
間
保
険

会
社
は
国
営
の
「
再
保
険
中

央
金
庫
」
ｖ
に
再
保
険
す
る

こ
と
が
で
き
、
支
払
限
度
額

は
無
制
限
で
政
府
の
支
払
保

証
が
つ
い
て
い
る
。
保
険
料

は
、
主
契
約
の
一
律
12
％
で

あ
る
。
住
宅
総
合
保
険
等
財

物
保
険
の
加
入
率
は
、
95
〜

98
％
に
達
す
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
自
治
体
の
自
然
災
害

リ
ス
ク
防
止
計
画
が
未
策
定

の
地
域
で
の
契
約
は
免
責
金

額
が
増
額
さ
れ
る
な
ど
、
自

治
体
の
災
害
防
止
対
策
を
助

長
す
る
仕
組
み
も
設
け
ら
れ

て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
従
来
か

ら
民
間
保
険
会
社
の
住
宅
保

険
等
の
基
本
補
償
に
洪
水
補

険
株
式
会
社
」
が
再
保
険
を

引
き
受
け
る
「
地
震
保
険
」

の
制
度
が
開
始
さ
れ
た
。

地
震
保
険
の
対
象
は
居
住

用
の
建
物
と
家
財
で
あ
り
、

火
災
保
険
へ
の
加
入
が
前
提

と
な
る
。
民
間
保
険
会
社
が

負
う
地
震
保
険
責
任
を
政
府

主
導
で
再
保
険
し
、
民
間
の

み
で
は
対
応
で
き
な
い
よ
う

な
巨
大
地
震
が
発
生
し
た
場

合
に
は
、
地
震
再
保
険
特
別

会
計
に
お
い
て
区
分
経
理
し

て
い
る
国
庫
か
ら
再
保
険
金

の
支
払
い
を
行
う
。
１
回
の

地
震
等
に
よ
り
政
府
が
支
払

う
べ
き
再
保
険
金
の
総
額

は
、
11
兆
８
０
８
３
億
円
で

あ
り
、
民
間
保
険
責
任
額
と

合
計
し
た
１
回
の
地
震
等
に

よ
る
保
険
金
の
総
支
払
限
度

額
は
12
兆
円
と
な
っ
て
い

る
。
支
払
う
べ
き
保
険
金
の

総
額
が
限
度
額
を
超
え
る
場

合
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
保

険
金
が
削
減
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

損
害
保
険
料
率
算
出
機
構

の
前
述
の
火
災
保
険
料
率
等

の
改
定
の
際
に
は
、
地
震
保

険
料
率
だ
け
は
唯
一
引
き
下

げ
ら
れ
て
い
る
。
住
宅
等
の

耐
震
性
能
向
上
に
伴
う
も
の

と
さ
れ
て
い
る
が
、
少
し
は

安
心
し
て
良
い
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
か
。

償
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た

が
、
１
９
９
８
年
、
２
０
０

０
年
、
２
０
０
７
年
に
大
規

模
洪
水
が
発
生
し
て
民
間
保

険
会
社
の
支
払
い
能
力
を
脅

か
す
事
態
に
な
っ
た
。
こ
の

た
め
、
政
府
と
英
国
保
険
協

会
の
間
で
、
政
府
が
洪
水
リ

ス
ク
低
減
対
策
を
実
施
す
る

こ
と
を
条
件
に
、
２
０
０
１

年
に
、
保
険
会
社
が
安
心
し

て
誰
に
で
も
洪
水
補
償
を
提

供
で
き
る
よ
う
に
す
る
合
意

書
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
合

意
は
、
２
０
０
８
年
か
ら
２

０
１
３
年
に
は
「
洪
水
保
険

の
提
供
に
関
す
る
原
則
書
」

と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、

そ
の
期
限
終
了
後
、
２
０
１

６
年
４
月
に
「
洪
水
再
保
険

会
社
（
Ｆ
ｌ
ｏ
ｏ
ｄ　

Ｒ

ｅ
）」の
制
度
と
し
て
整
備
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
近
年
の
洪

水
被
害
等
の
大
規
模
化
に
伴

っ
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
洪
水

危
険
地
帯
に
お
け
る
保
険
料

が
高
騰
し
て
し
ま
う
た
め
、

払
込
保
険
料
の
上
限
を
設
定

し
、
各
保
険
会
社
が
算
出
し

た
保
険
料
が
同
再
保
険
会
社

が
定
め
た
上
限
保
険
料
を
超

火
災
保
険
料
率
の
引
き
上
げ
と
自
然
災
害
の
多
発

地
水
火
風
牧
野
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